
平成３０年３月 

第３期高知県医療費適正化計画 
アクションプラン 



◆はじめに◆ 
 

 我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現してきま
したが、急速な少子・高齢化の進行や経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻く環境
は大きく変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、今後医療に要する費用が過度
に増大しないようにしていくことが求められています。 

 本県でも、高齢化の進行に伴い、今後も医療費の増大が見込まれていることから、県民が安心し
て医療を受けられる環境を保っていくためには、医療費の適正化に取り組む必要があります。 

 また、医療費適正化の取組は、県民の方々の生活の質を確保し向上させながら良質かつ適切な医
療の提供を目指すことにより、結果として医療費が過度に増大しないよう医療費の伸びを徐々に下
げていくものでなければならないと考えていることから、平成30年度から平成35年度を期間とする
第３期高知県医療費適正化計画（以下「適正化計画」という。）は、この考え方を基本理念として
策定を行いました。 

 現在本県では、この適正化計画と方向性を同じくする「日本一の健康長寿県構想」の目指すべき
姿である「県民の誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることのできる高知県」を実現す
るために、壮年期の死亡率の改善や高知版地域包括ケアシステムの構築に向け積極的な取組を行っ
ているところであり、適正化計画の取組は、「日本一の健康長寿県構想」に沿って盛り込んでいま
す。 

 この医療費適正化計画アクションプランは、こうした適正化計画の目標を達成するための「日本
一の健康長寿県構想」に定められた具体的な取組をとりまとめたもので、これらの取組を着実に推
進することにより、県民の方々の健康と長寿を確保するとともに将来の医療費の伸びの抑制を図っ
ていきます。 
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日本一の健康長寿県構想の取組による医療費適正化計画の推進 

日本一の健康長寿県構想 

日常生活・健康づくり 
回復・治癒 

発病入院治療 
日常生活・健康づくり 

  
③血管病重症化予防対策 
・未治療ハイリスク者等への受診勧奨の強化と高知県版糖尿病性腎症重
症化予防プログラムに基づくかかりつけ医と連携した保健指導の実施 
・管理栄養士による外来栄養食事指導の推進 等 
 

⑤健康づくりの県民運動「ヘルシー・高知家・プロジェクト」 
・高知家健康パスポートを活用した健康づくりの定着 
・職場の健康づくり対策の推進 等 

 １ 壮年期の死亡率の改善 

④がん検診の受診促進 
・対象者への個別通知やマスメディアを利用した健診の意義等の周知 
・市町村検診のセット化、広域がん検診の実施等利便の性の向上 等 

①特定健診・特定保健指導の受診率等向上対策 
・健診の受診等促進のための勧奨の強化 
・特定保健指導を実施するマンパワーの確保対策 

②たばこ・高血圧対策の推進 
○たばこ対策 
・禁煙支援・治療の指導者の養成、受動喫煙防止への取り組み 等 
○高血圧対策 
・家庭血圧測定と記録の促進と職場での研修の実施 等 

○病床機能の分化と連携の推進 
○地域包括ケアシステムの構築の推進 
○後発医薬品の使用割合80％以上 
○医薬品の効率的な提供の推進 

 
 
○特定健康診査実施率70％以上 
○特定保健指導実施率45％以上 
○メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 
○喫煙率・受動喫煙機会の割合の減少 
○生活習慣病等の重症化予防の推進  
○がん検診受診率50％以上 等 

 
 

目標：医療の効率的な提供の推進 目標：住民の健康の保持の推進 

第3期医療

費適正化
計画 

 ③介護が必要となっても地域で暮らし続けられる仕組みづくり 
 ・中山間地域における訪問介護、通所介護等の介護サービスの確保  
 ・防災対策上の観点を加え、転換支援制度に県基金を充当し強化・拡充 等 

①日々の暮らしを支える高知型福祉の仕組みづくり 
 ○あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
 ・あったかふれあいセンターの新規整備への支援 
 ・医療・介護との連携の取組の拡大 
 ・福祉サービス提供機能の充実 
 ・集落活動センターとの連携による生活支援サービスの提供 等 

②病気になっても安心な地域での医療提供体制づくり 
 ・良好な療養環境を備えた介護医療院への移行の支援 
 ・転院、退院、在宅の流れを支援する仕組みづくり 
 ・中山間地域での訪問看護サービスの確保 
 ・訪問薬剤管理体制の強化による服薬状況の改善への支援 
 ・在宅歯科連携室による訪問歯科診療所への支援 等   

 ④サービス間の連携を強化する仕組みづくり 
 ・総合診療専門医や地域包括支援センターなどゲートキーパー機能の強化 
 ・サービス間の連携強化のための地域包括ケア推進協議体の設置 等 

２ 地域地域で安心して住み続けられる県づくり 
高知版地域包括ケアシステムの構築 

着実な推進 

リハビリ・退院 在宅療養・施設介護 

目指すべき姿：県民の誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができる高知県 
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主要な取り組み 
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１．県民の健康の保持の推進に関する施策 ２．医療の効率的な提供の推進に関する施策 
 

 

 

（１）壮年期の死亡率の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【５】 

 

  

①特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上策の推進・・・・・【６】 

 

②たばこ・高血圧対策の推進・・・････・・・・・・・・･･・・・・・・・・・・・・・【７】  

 

③血管病の重症化予防対策の推進 ・・・・・・・・・・・･･････・・・・・・・【８】 

 

④がん検診の受診促進・・・･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【９ 】  

 

⑤健康づくりの県民運動「ヘルシー・高知県・プロジェクト」・・・・・【１０】 

   高知家健康パスポート事業・・・・・･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

（２）地域地域で安心して住み続けられる県づくり・・・・・【１２】 

      高知版地域包括ケアシステム構築の推進・・・・・・【１３】 

 

○日々の暮らしを支える高知型福祉の仕組みづくり 

 ①あったかふれあいセンターの整備と機能強化 ・・････・・・・・【１５】 

 

○病気になっても安心な地域での医療提供体制づくり 

 ②在宅医療の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１６】 

 ③円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携・・・・【１７】 

 ④訪問看護サービスの充実･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１８】    

 ⑤医薬品の適正使用等の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１９】    

 ⑥在宅歯科医療の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【２０】 

 

○介護が必要となっても地域で暮らし続けられる仕組みづくり 

 ⑦地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり・・･・・・【２１】 

 

○サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

 ⑧高知家総合診療専門医の養成による医師不足地域への支援 

                              ・・・・・・・・・・・・・・・【２２】 

 ⑨高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化 

                              ・・・・・・・・・・・・・・・【２３】 
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健康教育の推進 

特定健診の受診率向上 

重症化予防 

未治療ハイリスク者への
受診勧奨 治療中断者への再受診勧奨 

歯周病予防による全身疾患対策 

行動
目標 

特定保健指導の強化 

血管病対策の推進 

地域で 家庭で 

健康的な 
生活習慣 

行動 
目標 

環境づくり 

健
康
管
理
に
取
り
組
む
人
が
増
え
、
壮
年
期
の
過
剰
死
亡
が
改
善
す
る
！ 

健康意識の醸成と行動の定着化 
学校で 

子どもの頃から 
健康的な行動の実践 

健康的な 
行動の定着 

○保育士・幼稚園教
諭、 
 市町村職員への研修 

○高知家健康づくり支援薬局に  
 よる専門的な支援・相談 

健康に食べる 

高知家健康パスポートの充実 

たばこ・高血圧対策 

○減塩プロジェクト 
○家庭血圧測定と記録の指導 
○受動喫煙防止対策の推進 

    患 者 の QOL や ADL の 向 上 

未治療者 
治療中断者 病状悪化 

治療開始 
治療再開 

重症化予防 

【血管病の重症化予防プロセス】 

○高知医療センター 
 「がんサポートセンター」の運用開始 

  全小中高校で活用す
る副読本の全面改定 

  保険者とかかりつけ医が   
連携した保健指導等を実施 

新 

  40歳代前半の方々に対する 
  受診啓発の強化 

拡 

血管病悪化を防ぐため 
栄養指導による重症化予防 

かかりつけ医と連携した保健指導 
による重症化予防 

全世代での健康づくりを土台に 
生活習慣病の発症と重症化を予防 

利便性の向上 
意義・重要性の周知 

○対象者への個別通知 
○未受診者への再勧奨 
○マスメディアを活用した 
 受診勧奨 

○市町村検診の広域化 
○複数の受診が可能なセット 
   検診の促進 
○土・日検診実施医療機関の 
 周知（乳・子宮頸がん） 

がん予防の推進 

がん検診の受診率向上 

  意義・重要性の周知 
 ○対象者への個別通知 
 ○未受診者への再勧奨 
 ○マスメディアを活用した 
  受診勧奨   

  利便性の向上 
○複数の受診が可能なセッ  

ト検診の促進 
○土曜日検診実施医療機関   

の周知（乳・子宮頸がん） 

がん医療の充実 

未治療ハイリスク者 

治療中断者 

治療中で重症化リスクの高い者 

受診勧奨 

保健指導 

かかりつけ医 

連携 

  ヘルスメイトに 
よる食育を通じた
健康教育 

体を動かす 

「ヘルシー・高知家・プロジェクト」の推進 

健康知識を得る 

健(検)診を受ける 

○「健康パスポートⅢ」「健康マイスター」        
の導入 

○パスポートアプリを導入 
○職場の健康経営を支援 

○県栄養士会による特定保健指導 
 業務の体制強化 

○妊婦への歯科健診による早産予防 など 

～糖尿病性腎症重症化 
  予防プログラム～ 

新 

拡 

新 

壮年期の死亡率の改善 

健康づくり 
疾病予防 

早期発見 
早期治療 

１．県民の健康の保持の推進に関する施策 
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〈特定健診〉 
■市町村国保 

 

〈特定保健指導〉 
■市町村国保 

・受診率は上昇傾向であるが、全国平 
 均には達していない。 
・高知市は近年上昇傾向であるものの、 
 依然受診率が低い。 
■県全体 
・受診率は年々上昇をしているが、全 
 国平均には達していない。 
・協会けんぽの被保険者の受診率は年 
 々上昇しており高いが、被扶養者の 
 受診率は低い。 
  
 

・実施率は横ばい傾向であり、全国平 
 均には達していない。 
・高知市の実施率は依然低い。 
■県全体 
・実施率は横ばい傾向であり、特に協 
 会けんぽの実施率が低い。 

【県全体・協会けんぽ】 
〈特定健診〉 

〈特定保健指導〉 
■市町村国保 
・マンパワー不足により十分な保健指導ができない。 
・高知市以外で特定保健指導を受託できる機関が少ない。 
・高知市の実施率は横ばいであり、さらなる向上対策が必要 
 

■県全体 
・対象者（従業員）が特定保健指導を受けやすい環境づくり 
 など事業者の理解が必要 
・保険者・事業所による再勧奨の取組が不十分 

◆国保対策の強化 

・国調整交付金の一層の活用による市町村での受診勧奨の実施 

・地域の健康づくり団体が連携したがん検診・特定健診の受診勧奨への支援 

・40歳代前半をターゲットに啓発リーフレットの全員配付 

・個人事業者向けに商工会・JA等団体と連携した受診勧奨の推進  

◆医療機関等との連携継続 

・医師会との連携による医療機関からの受診勧奨の推進 

・特定健診ヒント集の配布による健診の円滑実施への支援 

・協会けんぽ被扶養者への再勧奨による受診促進 

■市町村国保 
・受診率の向上を図るためには、新規に健診対象となる40歳を 
 ターゲットとした啓発が必要 
・壮年期の受診率向上を図るためには、被保険者が所属する 
 団体と連携した受診勧奨の強化が必要 
・高知市は、新規対象者の受診率や継続受診率が低く、全国 
 の同規模都市の平均と比べて受診率が低い。 
 

■県全体 
・協会けんぽの被扶養者の受診率向上に向けた取組みが必要 

（％） 
【市町村国保】 

健康長寿政策課・国保指導課 

１ 現  状   ２ 課  題   

３ 今後の取り組みの方向性  

           【予算額】H29当初 5,387千円 → H30当初案 4,273千円 
                  （国保調整交付金､がん検診受診促進事業費補助金､働き盛りの健康づくり総合啓発事業費を除く） 

４ 平成30年度の取り組み 

国  保 

被用者保険 
（被扶養者） 

被用者保険 
（被保険者） 

  ◆特定保健指導の強化 

  ・県栄養士会の特定保健指導受託体制を強化するための補助事業の継続実施 

  ・保険者による再勧奨の強化 

    ・実施機関からのヘルシーポイント提供によるインセンティブの強化 
特定保健指導 

対象者 

徹底して呼びかける・受けやすくする 

・市町村で受診勧奨や健診のセット化等を実施 
・健康づくり団体の連携による受診勧奨 

被用者保険(特に被扶養者) 
の受診機会の確保 

医療機関での 
個別健診の推進 

がん検診とのセット化 医療機関からの受診勧奨と 
健診の円滑実施への支援 

周囲から呼びかける 

・ヘルシー・高知家・プロジェクトによる啓発 
・保険者を通じた啓発 
・高知家健康づくり支援薬局からの呼びかけ 

特定保健指導に確実につなげる 

・県栄養士会と連携した特定保健指導体制の強化 
・保険者による再勧奨体制の構築・再勧奨委託先の確保 

取組強化 

継続 

取組強化 

取組強化 

調整交付金
拡充 

啓発の 
充実 

体制整備 

[市町村国保との連携] 

[官民協働による啓発] 

[協会けんぽとの連携] [医療機関との連携] 

[特定保健指導の体制強化] 

特 
 
定 
 
健 
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特定健診受診率の推移  

特定保健指導実施率の推移 
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1.県民の健康の
保持の推進 

①特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上対策の推進    
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（％） 

◆壮年期・被扶養者対策及び啓発の充実 

・ヘルシー・高知家・プロジェクトによる総合啓発（再掲） 

・保険者・高知家健康づくり支援薬局を通じた啓発  

連携 

新 

拡 
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 ②たばこ・高血圧対策の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 現 状   

 
 

 
 

４ 平成30年度の取り組み 

 【たばこ】 

 ■喫煙をやめたい人がやめられるように、禁煙治療につなぐ仕組みが必要 
  また、効果的な禁煙指導が行われる体制が必要 

 ■職場や飲食店の受動喫煙防止対策が必要（非喫煙者が月1回以上受動喫煙を 
  受ける割合：職場28.9％、飲食店38.5％） 

 ■国において受動喫煙防止対策強化を目的とした健康増進法改正の動きがあり 
  改正後は県が相談業務及び喫煙室の指定業務、行政指導等の業務を担う。 
 
 【高血圧】 
 ■日本高血圧学会治療ガイドラインによる家庭血圧を指標とした治療や服薬 
  指導、保健指導等の一貫した指導体制が必要 

 ■高血圧であるにもかかわらず放置し、医療機関への受診が進んでいない。 

 

２ 課 題   
【予算額】H29当初  4,868千円 →  H30当初案   4,043千円 

                    

【たばこ対策】 
 ◆禁煙支援・治療の指導者の養成 
 ・禁煙治療を行う医師や保健指導を行う保健師等を対象とした、e-ラーニング研修を実施    
 
 ◆受動喫煙防止対策を実施する施設を増やす取組 
 ・ノンスモーキー応援施設 、「空気もおいしい！」認定事業の実施 
 ・多数の者が利用する施設の受動喫煙対策を推進するため、県民フォーラムを実施 
 ・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度（雇用労働政策課）の認証項目に 

 「健康経営」を新設し、要件に「受動喫煙対策」の取組を位置づけ 
 
 ◆スキルアップ研修の開催 
 ・各学校で学年に応じた効果的な防煙教育が実施されるよう養護教諭等を対象とした 
  スキルアップ研修を開催 

  ･とさ禁煙サポーターズのフォローアップ研修会を開催 

【高血圧対策】 
  ◆家庭血圧測定の記録と指導 
  ･医療機関、健診機関、薬局等での家庭血圧測定と記録の指導を継続 
   ・高知家健康パスポート事業のアプリを活用した家庭血圧測定と記録を促進（再掲） 
 
  ◆協会けんぽと連携し職場における高血圧予防を推進 
  ･協会けんぽ加入事業所や協会けんぽが委嘱した健康保険委員に対して､職場での高血圧 
  予防対策（研修や情報提供）を展開 
 
  ◆減塩プロジェクトの推進 
  ･量販店等と連携し、幅広い年代の県民に高血圧対策として減塩の必要性を訴求するとと 
   もに、減塩商品の選択を促す。 

  ◆未治療ハイリスク者に対する対応強化 
   ・特定健診データやレセプトデータを活用し、保険者から高血圧放置者に対する医療機関 

      への受診勧奨を実施 

目標項目 
目標値 

平成35年度 

策定時 

平成23年度 

直近の実績値 

平成28年度 
評価 

たばこ 

成人の喫煙率の減少 
男性 20％以下 32.1％ 28.6％ A 

女性 ５％以下 9.2％ 7.4％ A 

受動喫煙（家庭・職場・飲食
店）の機会を有する人の割合 

家庭 ３％以下 9.2％ 8.5％ A 

職場 10％以下 33.1％ 28.9％ A 

飲食店 14％以下 43.0％ 38.5％ A 

高血圧 

収縮期血圧の平均値 
(40歳以上) 

男性 130mmHg
以下 

135mmHg 141mmHg C 

女性 134mmHg 134mmHg B 

収縮期血圧130mmHg以上の 
人の割合(40歳以上) 

男性 
45％以下 

58.1％ 75.0％ C 

女性 59.7％ 58.1％ B 

* 

 高  血  圧 

喫  煙  
 

３ 今後の取り組みの方向性 

≪禁煙治療機関による治療≫ 

  e-ラーニングによる指導者のスキル 

 アップ 
・禁煙治療を行う医師、市町村の保健指導 

 担当者等を対象とするスキルアップ研修 

 

ポピュレーションアプローチ 

 高血圧 喫煙 

･高知家健康パスポート事業 

健康づくりの県民運動 
ヘルシー･高知家･プロジェクトによる総合啓発 (再掲) 

･協会けんぽ高知支部と連携した職場の 
  健康づくり対策 

喫煙 

･妊婦に対する受動喫煙の害の啓発 
･とさ禁煙サポーターズによる声かけ 

≪環境整備≫ 

≪啓   発≫ 

・東京オリンピック・パラリンピックに向けた 
 受動喫煙対策の強化 
･市町村庁舎や事業所の受動喫煙防止対策 
･禁煙・分煙認定事業の推進 

 高血圧 

 ･協会けんぽ高知支部と連携した職場にお 
 ける高血圧予防対策 
 ･減塩プロジェクトによる量販店等と連携 
  した減塩の取り組み 

ハイリスクアプローチ 

≪健診機関からの指導≫ 

≪高知家健康づくり支援薬局 
        からの指導≫  

  ･禁煙相談や禁煙治療 

 につなぐ 声かけを実施 

･指導教材を使った家庭 

  血圧測定と記録の指導 

≪家庭血圧に基づく治療≫  

 指導教材を活用した家庭血圧測定と 

 記録の定着を徹底し、血圧コントロー 

 ル率の向上を図る。 

 医療機関からの指導を継続 

・指導教材を使った  

 家庭血圧測定と記録 

 の指導 

・喫煙状況を確認し短時 

 間の禁煙 アドバイス 

・禁煙治療の紹介 

≪高血圧放置者への保険者 
        からの受診勧奨≫  

 ・健診で高血圧を指摘されな 

  がらも放置している者に対する 

  受診勧奨を実施 

* A:改善傾向にあるもの B:変わらない C:悪化傾向にあるもの 

第3期よさこい健康プラン21（健康増進計画）の達成状況 

第4期よさこい健康プラン21（高知県健康増進計画 計画期間H30-H35）に基づき推進 

統計学的に判定し評価を実施 

・たばこの指標については改善、高血圧の指標については変わらない又は悪化傾向にある。 

新 

拡 
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連携 

 
 

治療開始及び治療
継続による重症化の
予防 

健康長寿政策課・医療政策課 
国保指導課・健康対策課  ③血管病の重症化予防対策の推進 

１ 現 状   

 
 

３ 今後の取り組みの方向性 

 
 

４ 平成30年度の取り組み 

１ 特定健診の更なる受診率向上 

 ◆特定健診受診率の低い市町村国保や協会けんぽ被扶養者の受診率向上対策の実施 
 

２糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取り組み 
 
 
 
 
 
①未治療ハイリスク者への早期介入及び治療中断者に対する治療継続の支援 
 ◆脳卒中・虚血性心疾患・腎不全を発症するリスクが高く、薬物治療を受けていない者に対して、医療機関 
     への受診勧奨を強化 
 ◆レセプトデータが途切れた治療中断者に対して再受診の勧奨を実施 
②治療中で重症化リスクの高い者へ多機関連携による重症化予防の推進 
 ◆糖尿病で通院する者のうち、腎症が重症化するリスクの高い者へは、本人及びかかりつけ医の同意のもと、 
   かかりつけ医の指示により保険者が保健指導を実施 
③保健師等保健指導従事者のスキルアップ 
 ◆資質向上のための研修会の開催 
 

３ 管理栄養士による外来栄養食事指導の推進 
 ◆病院等への協力依頼を通じた、栄養食事指導件数の増加に向けた対策の実施 
 ◆地域の病院と診療所が連携し、管理栄養士による栄養食事指導を推進 
 ◆県内で実施された栄養食事指導の効果の評価・周知 
  
  
 
 

生活習慣病の早期
発見 

期待される効果 
１ 特定健診の更なる受診率の向上 

 ◆特定健診受診率向上対策の実施(P28参照) 

 

２ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取り組み 

 ◆かかりつけ医と連携した保健指導の展開 

  ・郡市医師会との連携による保険者とかかりつけ医との連携体 
   制の構築 

 ◆対象者が医療機関受診につながる受診勧奨のスキルを習得 
   するための研修会の開催及び受診勧奨リーフレットの活用 

 ◆対象者抽出ツールを改良し、国保連合会から市町村に毎月 
  対象者を通知（受診勧奨業務等の平準化と対応の迅速化） 

 

３ 管理栄養士による外来栄養食事指導の推進 

 ◆病院等での栄養食事指導実施の推進 

 ◆管理栄養士への研修の実施（県栄養士会委託） 

  ◆栄養食事指導の事業評価を実施（県栄養士会委託） 

血管病(糖尿病)の
悪化(コントロール
不良)に伴うCKDの
進行を防ぐことによ
る、患者のQOL向
上及び医療費削減 栄養食事 

指導の実施 

栄養食事 
指導の効果 
検証・周知 

栄養食事指導   
  量の拡大 
  質の向上 病院 

患者紹介 
体制構築 

診療所 

コントロール不良者
への適切な治療と
生活習慣の改善に
よる重症化の予防 

介入対象者数941名 a 

  介入者数 811名 b 
（介入率 86.2%…b/a） 

  受診者数216名 C 
（医療機関受診率 23.0%…c/a) 
（保健指導成功率 26.6%…c/b） 
 

介入対象者数 261名 a 

  介入者数 105名 b 
（介入率 40.2%…b/a） 
    受診者数42名 C 

（医療機関受診率  16.1%…c/a) 
（保健指導成功率  40.0%…c/b） 

＜未治療ハイリスク者＞ ＜治療中断者＞ 

・取組みの結果、未治療ハイリスク者は、介入率が  
 86.2%と高いが、医療機関受診率は23.0%に  
 留まった。 
・また、治療中断者は、介入率は未治療ハイリスク者 
 に比べて低く40.2%、医療機関受診率は16.1% 
 であるが、被介入者の40％が受診につながっている。 
。 
 

未治療ハイリスク者 

治療中断者 

治療中で重症化リスクの高い者 

受診勧奨 

保健指導 かかりつけ医 

H28年度受診勧奨の取り組み結果（市町村国保） 

◆未治療ハイリスク者の医療機関受診率の向上 
 ・対象者に対する適切な情報提供や行動変容につながる保健指導のスキルアップが必要 
 

◆治療中断者への介入率の向上 
 ・重症化リスクの高い治療中断者に対する介入を優先できるよう市町村への情報提供等 
  が必要 
 

◆現在の対象者抽出システムでは、対象者を年度単位でしか把握できず、介入が遅くなる 
  ケースが想定される。 
 

◆治療中で重症化リスクの高い者に対する外来栄養食事指導の体制整備 
 ・地域の病院と診療所の連携による管理栄養士による栄養食事指導の体制整備が必要 

 

◆H28から市町村及び後期高齢者医療広域連合で、 
  対象者抽出ツールを活用した未治療ハイリスク者及び 
   治療中断者の把握と受診勧奨を実施 

 
 

２ 課 題   

◆高知県医師会・高知県糖尿病医療体制検討会議・ 
  高知県の三者で糖尿病性腎症重症化予防プログラ 
  ムを策定（平成30年１月策定）    

対
象
者 

抽
出
ツ
ー
ル 

これまでの受診勧奨に加え、治療中で重症化リ 
スクの高い者へのかかりつけ医と連携した保健指 
導について体制整備 

◆外来栄養食事指導の実施件数が全国平均に比べて少ない。 
  多くの診療所では管理栄養士が不在であり、栄養食事指導が実施できない。 
    

【予算額】H29当初  567千円 →  H30当初案   4,794千円 
                             （特別会計3,888千円含む）          
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健康対策課      ④がん検診の受診促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【予算額】H29当初 44,825千円 → H30当初案 43,864千円                

★検診の意義・重要性の周知 
  

 ◆市町村から検診対象者への受診勧奨と情報提供 
    ・検診対象者への個別通知          ・未受診者への再勧奨 
  ・精密検査未受診者への受診勧奨      
 
  
 ◆マスメディア等を活用した受診勧奨と情報提供    
  ・テレビCM、新聞・情報誌への広告掲載、広報誌の活用   
  ・啓発イベントの開催 
 
  
 ◆事業主から従業員・被扶養者への受診勧奨と情報提供       
    ・優良事業所の認定（受診率80％を達成した事業所の認定） 

  
 ◆市町村検診のｾｯﾄ化促進 

 ・検診運営補助員を配置（事務員2人→1.5人,保健師1人→1.5人） 

 

 ◆乳･子宮頸がん検診の医療機関検診機会の拡大   

 ・個別検診事務補助員を配置（事務員1人） 

 

 ◆広域がん検診の実施 

 ・居住地以外の市町村でも受診できる広域がん検診を実施 
 
 
 
 
 

 
■がん検診の受診率 
 ・肺がん検診と乳がん検診は、目標の受診率50％に到達 
      他の検診も受診率は上昇しているが、目標に届いていない 
 

■県民世論調査の結果 
 ○検診の意義・重要性の周知 
 ・がん検診を受診できることを知らない人がいる 

 ・無症状の時に受診する必要性が、県民に十分届いていない 
  

 ○利便性を考慮した検診体制の構築 
   ・未受診理由の｢忙しい｣｢面倒」は上位のまま 

 
 ○個別勧奨・再勧奨 
  ・市町村からのDM・住民組織などによる受診勧奨 
 

   ○マスメディア等の活用 
  ・テレビCMを活用した普及啓発 
 

 
    

   ○職員数の多い職場（医療機関など）への受診勧奨 
     

     ○優良事業所の認定 
 

 

検
診
の
意
義
・ 

 
 

重
要
性
の
周
知 

利
便
性
を
考
慮
し
た 

 
 

 

検
診
体
制
の
構
築 

 

 
   ○ｾｯﾄ化の促進：1日で複数のがん検診が受診できる日の増加  
 

   ○大腸がん検診の受診促進 
   ・冬期(12月~2月)限定の郵送回収 
 

   ○乳・子宮頸がんの医療機関検診機会の拡大 
  ・全ての検診対象者が医療機関でも受診できる体制の促進 
 

   ○居住地以外の市町村で受診できる広域検診の実施 
 
 

    ○事業所への出張がん検診の実施 
 

 ○事業所健診（胸部検診単独）からがん検診同時受診への切替促進 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

県民全体 

職域検診 

市町村検診 

A市 B町 

市町村 検診機関 

容器郵送 検体郵送 

職域検診 

★利便性を考慮した検診体制の構築 

順位 未受診理由

■H28年度県民世論調査（40～59歳　複数回答）

がん検診を受診できることを知
らなかった(8.0%)

5位

がん検診の内容・雰囲気がわ
からず不安(13.8%)

必要な時は医療機関を受診
(21.9%)

受けるのが面倒
(25.9%)

忙しくて時間が取れない
(46.0%)

4位

3位

2位

1位

順位 健康情報の入手のしやすさ

1位テレビ(54.3%)

2位県・市町村広報紙(37.1%)

3位新聞(31.4%)

4位チラシ(20.0%)

5位インターネット(14.2%)

※がん検診を受診できることを知らな

かった方への再質問

43.4  

32.1  
28.1  

37.0  

43.7  

55.3  

40.5  42.8  
46.7  

50.4  

20

30

40

50

60

肺がん 胃がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 

H21年度  

H28年度  
がん検診受診率の状況 

(40‐50歳代・地域＋職域検診) 

+11.9 +8.4 +14.7 +9.7 +6.7 

１ 現  状   ２ 課  題 

３ 今後の取り組み ４ 平成３０年度の取り組み 
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４ 平成30年度の取り組み 

健康長寿政策課 ⑤健康づくりの県民運動「ヘルシー・高知家・プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２  課  題 １ 現  状   

■働きざかり世代の健康増進には、職場での健康づくりが重要であり、事業 
 主の理解と協力が必要 

■事業所での健康づくりを推進するため、地域保健と職域保健の連携が必要 

■働きざかり世代に対して、生活習慣病の２大リスクである「たばこ」 
 「高血圧」について不断の周知・啓発が必要 

■生涯を通じた健康づくりに取り組むため、健康的な保健行動について総合 
 的な啓発が必要 

■生活習慣の改善に向けて、外食でのヘルシーな食事の提供や、身近な場所 
 での運動機会など、健康づくりに踏み出すための環境づくりが必要 

■本県は、働きざかり男性の死亡率が全国よりも高く、平均寿命・健康寿命がともに全国下位 
 であり、壮年期男性の死亡の原因の約６割は生活習慣病が占めているため、生涯を通じた健 
 康づくりや、生活習慣病のリスクなど周知・啓発が必要となっている。 

■運動習慣や野菜摂取といった健康的な保健行動が定着している県民の割合も低いため、県民    
 一人ひとりがヘルシーなライフスタイルを描き実現できる環境づくりを総合的に実施し、健康的 
 な生活習慣の定着と健康づくりに対する意識を醸成することを目的に、「ヘルシー・高知家・ 
 プロジェクト」を展開している。 

３ 今後の取り組みの方向性 

目標：高知家みんなの健康意識の更なる醸成と行動の定着化 
１ ヘルシー・高知家・プロジェクト事業 
  

 ■高知家健康パスポート事業(P23参照) 
    ・官民協働での健康づくりの県民運動の推進 

    ・健康づくりの定着に向けた動機付けを行うため、パスポートにポイン 

    トを集めるとⅠ⇒Ⅱ⇒Ⅲ⇒マイスターへランクアップできる仕組みを導入 

    ・市町村のインセンティブ事業としての活用を推進 

    ・事業所の健康づくり事業での活用を促進し健康経営を支援 

    ・取得者の行動やニーズに合わせた参加施設での特典付与 
 

  ■職場の健康づくり対策の推進 

    ・協定企業と連携し健康経営の普及を促進 

    ・協会けんぽ高知支部と連携した研修会を開催 
    ・労働局や産業保健総合支援センター等と連携した啓発 
    ・官民協働で事業所の健康経営を推進する認証事業及び表彰事業の実施  
 

 ■ 働き盛りへの「たばこ・高血圧」を重点にした啓発 

    ・健康増進月間に集中したテレビCMによる啓発  

    ・高知家健康づくり支援薬局での健康相談 
 

 ■｢よさこい健康プラン21｣の全体的な広報 

    ・健康づくりひと口メモによる啓発 

    ・県政出前講座による健康的な保健行動の普及啓発 
 
 
２ たばこ・高血圧対策(P25参照) 

 

  
  
  
 
   

健康知識を得る 

行動目標 

健康に食べる 

体を動かす 

健診を受ける 
 

 
Ⅰ 健康づくりひと 
  口メモコーナー 
  の放送 

 
Ⅱ 働き盛りをター 
    ゲットにした 
    テレビＣＭ 

ポイント付与・ 
特典付与 

パスポートを活用して 
健康づくり活動を 
継続！ 

特典の提供 

保険者 
市町村 

県民 

企業 

県 

（例） 

県民の健康づくり活動の 
実行と継続の仕組みづくり 

  Step2 
保険者･市町村による 

インセンティブ事業への活用        
 

 

保険者等と連携した 
健康経営の支援 

 

外食や家庭で 
健康な食事普及 

運動イベントの 
普及支援 

 

保険者協議会等と 
連携した 

受診率向上の取組 

個人の健康づくりを支援 
 
 
 

生涯を通じた
健康づくりの

総合啓発 

環境づくりを支援 

運動習慣 H23 H28 目標 

男性 33.1％ 37.0％ 39％以上 

女性 24.9％ 29.5％ 35％以上 

歩数 H23 H28 目標 

男性 6,777歩 5,631歩 9,200歩 

女性 5,962歩 5,463歩 8,300歩 

野菜 
摂取 H23 H28 目標 

成人 277g 295g 350g 

たばこ・ 
高血圧対策 

Ⅰ たばこ対策 
・禁煙支援 
・受動喫煙防止対策 
・防煙教育 
 

Ⅱ 高血圧対策 
・家庭血圧測定の推進 
・職場における高血圧 
 予防 

Step1 
      

 高知家健康パスポート事業 

高知県県民健康・栄養調査 

拡 

拡 

新 

【予算額】H29当初32,502千円 → H30当初案  46,232千円 
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  健康長寿政策課  高知家健康パスポート事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 現  状   

■交付者数(H30.2月末)Ⅰ:23,715名 Ⅱ:2,873名（交付者の約４割は40－50歳代、男女比はおよそ1:2） 
 
■全市町村が事業に参加（パスポートやポイントシールの交付、事業の周知など） 
 
 ・うち、27市町村がパスポートを活用した個人の取組を評価する事業を実施 

■事業所が健康経営に取り組むツールとして「健康パスポート」を活用 

 ・従業員に健康パスポートの取得を促進し、事業所の健康づくり事業を実施 

  ３ 今後の取り組みの方向性 

１ ランクアップの仕組み 
・Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅲへランクアップするごとに参加施設での特典が充実 
・Ⅲを達成すると、高知家健康マイスターの認定を取得できる。 

実施期間 H28.9.1からH31.3.31⇒H34.3.31まで3年延長 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 課  題   
 

■パスポート取得者が健康行動をバランス良く行うための仕組みが必要 

 ・健診・検診の受診のほか、運動やイベント参加など運動習慣と健康 
  知識の取得の両方を実践できるような働きかけが必要 

■取得者は女性が多く男性に取得してもらうための働きかけが必要 

 ・取得機会に男女差はないものの、男性の取得が女性に比べ少ないた 
  め、男性にとって魅力ある特典の提供や、職場で取得できるなどの 
  仕組みが必要 

■健康経営に取り組む事業所を支援するための仕組みが必要 

 ・経営者や従業員が職場の健康づくりに取り組みやすくするための 
  仕組みが必要 

 

２ 「健康経営」に取り組む事業所の健康づくりのツールとして 
  健康パスポートの活用を促進 

 
 

４ 平成30年度の取り組み 

１ パスポートの魅力の強化 
  ◆パスポートのランクアップ、県独自の特典の実施 

   ・Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅲ⇒マイスターへの仕組みを導入し、ランクアップ時には抽選による特典を実施 

   ・健康マイスターとなった方全員に表彰状と記念品(オリジナルタオル)を贈呈 

   ◆パスポートアプリの導入（H30.９月～） 

   ・パスポートアプリを導入し日々の歩数の計測や血圧の記録をシールに交換する仕組みを整備 

  ◆取得促進イベントの実施と特典利用施設の拡充 

   ・ランクアップの周知とパスポートの取得促進を目的としたイベントを東部・中部・西部で実施 

    ・市町村や福祉保健所と連携して参加施設を拡充 

２ 健康経営に取り組む事業所への支援 
  ◆健康経営のツールとして健康パスポートの活用を促進 

    ・職場でのスポーツ大会や健康づくりセミナー等へポイントを付与し事業所の健康づくりを促進 

   ・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度の項目に健康経営を追加し実施を促進（雇用労 

    働政策課） 

   ・健康経営を支援するプロジェクトを協会けんぽ、商工会議所、新聞社等と形成し、健康経営セ 

    ミナーを開催するとともに健康づくりに取り組む事業所の表彰を実施 

    

３ 市町村の健康づくり事業との連携強化 
   ◆国保調整交付金による市町村への働きかけ（国保指導課） 

  ◆全市町村によるインセンティブ事業の実施 
   ・ウオーキングや血圧測定など個人で日々の健康づくりに取り組んでいる方に対する評価 
   （ポイントシールの交付）の実施 
   ・集めたポイントと交換できる市町村独自の特典の用意 

H28.9.1スタート 

目的：県民の健康意識のさらなる醸成と行動の定着化を目指す。 

内容：①健診受診や運動施設の利用などを通じてポイントを貯めて健康パスポートを取得 

   ②協力施設の利用や市町村の健康づくり事業への参加で特典が受けられる。 

Ⅱ 
Ⅲ 

H29.4～ 
H30.9～ 

H28.9～ 

Ⅰ 

健康づくりに一歩 
踏み出した方 

健診受診と健康づくり
の定着が図られた方 

積極的な 
健康づくり活動を 
持続した方 

2色以上 

３色必須 

取得者像 

ピンク 
必須 

健康 
マイスター 
(認定証) 

H30.4～ 

健康づくりの 
４つの行動目標 
を実践した方 

 ３色指定ポイント数以上 
  ピンク：10ポイント以上 
  ブルー：30ポイント以上 
  グリーン:30ポイント以上 

３枚 
40P 

60P 

100P 

ピンクシール：5ポイント 
グリーン・ブルーシール：1ポイント 

申請 

・協会けんぽ高知支部 
・県商工会議所連合会 
・新聞社 ・銀行  等 

健康パスポート事業 

職場健診 
人間ドック 

スポーツ大会 
ボーリング・ゴルフ等 健康づくり研修会 

職場の事業へポイント付与 

市町村のインセンティブ事業 

・こうち健康企業プロジェクトにより健康経営 
 を官民協働で支援 

事業所の健康 
づくりに活用 

取得促進 

３色かつ 
ポイント数 

指定 

新 

新 

新 

拡 

拡 

【予算額】H29当初 18,355千円→H30当初案 42,189千円 

11 

1.県民の健康の
保持の推進 



○認知症カフェの活動充実への支援 

○高齢者の権利擁護に関する人材の育成 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

介護・障害福祉
サービス事業所 

訪問先 

こんな遠くまで来て 
くれてありがとう 

介護等が必要になっても地域で 

暮らし続けられる仕組みづくり 

   ○未就学児の支援の専門的な療育機関の量的拡大 

  ・人材確保に向けた研修の実施等 

   ○発達障害児者及び家族支援の充実 

  

地域地域で安心して住み続けられる県づくり 

薬局 

地域の病院 

地域での在宅医療の推進 

訪問看護 
ステーション 

地域を支える医療従事者の確保 

○総合診療専門医の養成 
 ・「高知家総合診療専門医研修プログラム」の開始 
○若手医師・看護師等の県内定着促進 
 ・奨学金の貸与（  歯科衛生士奨学金の創設） 
 ・資格取得等のキャリア形成支援 
 ・助産師の出向支援 

救急医療の提供 

地域での暮らしをバックアップ 

拡 

 ○あったかふれあいセンターの整備（H29:29市町村 

  43拠点214サテライト⇒H30:31市町村48拠点240サテライト） 

 ○看護師や薬剤師による健康相談等の実施 

拡 

拡 

○中山間地域での訪問看護サービスの確保 
○高知及び幡多の在宅歯科連携室による在宅 
 歯科診療への支援 
○安全で適正な薬物療法の推進    

かかりつけ医 

訪問介護・リハ 

通所介護・リハ 

地域包括支援 
センター 

退院 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 
 訪問看護 

病気や
ケガ 

入院 
在宅 

退院調整の実施 

急性期病院 回復期病院 

入院から在宅生活への円滑な移行に向けた  

医療と介護の連携  

ケアマネジャーなど 退院調整ナースなど 

新 

拡 

○自殺未遂者支援体制の充実・強化 

○産婦人科医や小児科医・精神科医との連携体制の構

築による産後うつ対策の推進 

新 

 
 
○ブロック毎に「地域包括ケア推進協議体」を設置 
 ・支援が必要な高齢者把握の仕組みづくり 
 ・ゲートキーパーの設定・育成 
 ・不足するサービスの確保・整備の支援 

歯科診療所 「高知版地域包括ケアシステム」の構築 

新 

○医療的ケアの必要な子ども等とその家族への支援の強化 
○第5期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画の推進 

訪問介護 

 ○患者に適した空き病床を幅広く選択できる「転院支援システム」の構築 

 ○福祉保健所圏域ごとの入退院時の引き継ぎルールの運用及び定着に向けた支援 

 ○退院支援指針を活用した、医療・在宅関係者の人材育成・連携強化 

医療ソーシャルワーカー 
病棟看護師 ○救急医療機関の強化と 

 円滑な救急搬送 

新 

あったかふれあい
センター 

 ○自立支援・重度化防止に向けたサービス提供への支援 
  

 ○民生委員・児童委員等と連携した支え合いの強化 

拡 

施設サービス 
（特別養護老人ホーム・ 
老人保健施設など） 

在宅サービス 
（ホームヘルパー・デイ 
サービスなどの訪問・通所支援） 

  ○中山間地域での介護・障害福祉サービスの確保 
      ○計画的な介護サービスの確保 
  ○防災対策の観点を加えた療養病床から介護医療院

等への転換促進 

新 

集落活動センター 

集落活動 
センター 

地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり 

 連携による 
地域支援 

サービスの提供 

新 

○農福連携コーディネーターの配置 

○ICTを活用したサテライトオフィス業務の導入支援 

○精神保健福祉センター内に相談拠点を新設 

○依存症に対する専門医療機関の選定 

拡 

新 

新 

新 

新 元気で住み続けるための 
介護予防の仕組みづくり 

あったかふれあいセンターの
整備と機能強化 

拡 

新 

新 

ケアマネジャー 

民生委員・児童委員 

県内どこに住んでいても必要な医療、 

介護サービスを受けられ、健やかに 

安心して暮らせる環境に 

在宅療養・施設介護 リハビリ・退院 発病・入院治療 日常生活・予防 

  さらなる連携の強化のため、関係者で構成する「地域包括ケア推進協議体」を各地域に設置 

  各福祉保健所の推進体制を強化（「地域包括ケア推進監」を配置） 

  
 かかりつけ医が

個々の状態に応じ
て在宅、入院、介
護など必要な支援
につなげる 

 
 総合診療専門医の

養成を支援 

 
 
 
地域包括支援セン
ターが地域の相談
窓口となり必要な
支援につなげる 
 
 地域包括支援セ

ンターの機能強
化等を支援 

本人の意向に沿ってＱＯＬを向上させることを目指した「高知版地域包括ケアシステム」を構築！ 

＜在宅医療の推進＞ 

○中山間地域の訪問看護サービ
スの確保 

○在宅歯科連携室による訪問 
歯科診療の支援 

 訪問薬剤管理体制の強化 

＜介護サービスの確保＞ 

○中山間地域の介護サービス 
の確保 

 介護予防強化型サービス事業
所の育成を支援 

 防災対策の観点も踏まえ、療
養病床の転換を支援 

拡 

新 

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー 

新 

地域地域で安心して住み続けられる県づくり～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～ 

＜介護予防と生活支援 
サービスの充実＞ 
 
 あったかふれあいセ

ンターの整備・機能
強化 

 住民主体の介護予防 
 活動の支援 

 認知症の早期発見・
診断・対応の体制整
備 

        とは・・・ 
 医療・介護・福祉の連結部を
担う人材。高齢者を必要なサー
ビスにつなぐ役割を持つ。 

ゲートキーパー 

ゲートキーパー 

   発達障害児者及び家族支援の充実 等  農福連携コーディネーターの配置 等 

依存症対策の推進 

障害のある人や引きこもり 
の人への就労支援 

○強度行動障害のある障害児者の受け入れ体制の整備等   
○医療的ケア児等への支援の強化 

障害児を社会全体で 
見守り育てる 

障害の特性等に応じた 
切れ目のないサービス提供 

拡 拡 

障害の 

ある方等 

への支援 

障害のある人もない人
も、ともに支え合い、
安心して、いきいきと
暮らせる社会づくり 

心の健康づくりの推進 

拡 

自殺予防対策 市町村の自殺対策の計画等への支援 等    依存症治療の体制の整備 等   

生きることの包括的な

支援の推進 

新 

新 

拡 

ゲートキーパー 

ゲートキーパー 

連携の仕組み 

づくり 

あったかふれあいセン
ター等が支援が必要な
高齢者等を地域包括支
援センターにつなげる 
 
  支援が必要な高齢者
等を把握するための
仕組みづくり 

受

診 

入

院 

ゲートキーパー 

拡 

新 

拡 

拡 

  発達障害児者及び家族支援の充実 

   強度行動障害のある障害児者の受け入れ体制の整備   

    農福連携コーディネーターの配置による就労支援        など 

障害のある人もない人も、 
ともに支え合い、安心して、 

いきいきと暮らせる社会づくり 

    地域の特性に応じた自殺対策の推進 
   
    依存症治療の体制の整備       など   

新 

新 

拡 

心の健康づくりの推進 
拡 拡 

新 

＜救急医療体制の確保＞ 

 ○ドクターヘリの安定的
運航を確保 

 ○若手医師の育成 

 ○ＩＣＴの活用 

＜入院から在宅生活 
への円滑な移行＞ 

○入退院時の引継ぎ
ルールの策定や運用
を支援 

○医療介護連携情報シ
ステムによる情報共
有 

新 

拡 

拡 

新 

新 

新 

２．医療の効率的な提供の推進に関する施策 
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・本人の意向に沿ってQOLを向上させることを目指して、各地域の医療・介護・福祉等の資源を、切れ目のないネットワークでつなぐ 

 「高知版地域包括ケアシステム」の構築を推進します。 

ポイント 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

 
■訪問看護体制の拡充 
 ＊訪問看護ステーション数 

  H25:45箇所 → H29:65箇所＋ｻﾃﾗｲﾄ３箇所   

■訪問歯科体制の拡充（H22～） 

■救急医療体制の強化 
 ＊ドクターヘリの出動件数（離着陸場所） 

   H23:375回（237箇所）→H28:806回（269箇所） 

 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

■あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
 ＊あったかふれあいセンター設置数  
  H21:28拠点 → H29:43拠点214ｻﾃﾗｲﾄ 
■住民主体の介護予防の仕組みづくり 
 ＊住民主体の介護予防活動の取り組み 
  H23:959箇所 → H28:1,407箇所  
  

■計画的な介護サービスの確保 
■中山間地域の介護サービスの確保 
 ＊訪問介護サービス事業所数 
  H22:206箇所 → H29:227箇所   
■介護予防強化型サービス事業所の育成支援 
 ＊介護予防強化型サービス提供の取り組み 
  H27:１市2事業所 →  H29:６市町８事業所  
 

 

介護等が必要になっても 
地域で暮らし続けられる仕組みづくり 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

介護等が必要になっても 
地域で暮らし続けられる仕組みづくり 

一人ひとりに応じた 

適切なサービスが提供できる 

切れ目のないネットワーク 

地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

これまでの取り組み 

目指すべき「高知版地域包括ケアシステム」 

１．あったかふれあいセンター等の基盤を 
 生かした介護予防と生活支援サービスの充実 課 

 
題 

 ２．地域の在宅医療のさらなる推進 
   入院から在宅への円滑な移行 

３．地域のニーズに応じた介護サービスの充実 

 ４．医療・介護・福祉等のサービス資源の整備が進みつつあるが、 
    サービス間の連携が十分でない場合がある。 
 

サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

これまでの取り組みを充実・強化 

 今後の取り組み 

■「高知版地域包括ケアシステム」構築のための推進体制を強化します。 
■医療・介護・福祉の接続部を担う人材（ゲートキーパー）の機能強化を図ります。 
■さらなる連携の強化のため、多様な関係者が連携・調整を行う「地域包括ケア推進協議体」を設置します。 

■地域地域で必要なサービスが確保できるようこれまでの取り組みを充実・強化します。 

地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

2.医療の効率的
な提供の推進 

 高知版地域包括ケアシステム構築の推進 地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
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◆拡充機能 地域のニーズに応じて拡充 
･介護予防の取り組み       
･認知症カフェ 
･子育て中の親子の集い        

･ショートステイ 
･子ども食堂の実施 

◆基本機能 

 ①見守りをかねた配食 
   サービス 
 ②移動支援 など 

集落活動センター 

①農林水産物の生産・販売 
②特産品づくり・販売 
③観光交流活動・定住 
   サポート 

 

連
携
に
よ
る
地
域
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

   

    あったかふれあいセンター 

③生活支援 
 

②相談・訪問・つなぎ  

①集い＋α 概ね週5回実施 
（預かる・働く・送る・交わる・学ぶ 等） 

在宅サービス 

施設サービス 

【ポイント③】 
関係者が連携したサービスの提供

と不足する支援の検討 

【ポイント②】 
各フェーズの接続部における 

「つなぎ」を担う人材の明確化と育成 

【ポイント①】 
支援が必要な高齢者を把握するた

めの仕組みづくり ■「高知版地域包括ケアシステム」の推進体制の強化 

  ・各福祉保健所に新たに「地域包括ケア推進監」を配置 
  
■ゲートキーパーの機能の強化 (23,327千円） 
 ・地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う 
  総合診療専門医の養成を支援 
 ・地域の相談窓口となり必要な支援につなぐ地域包括 
  支援センターの機能強化等を支援 
 
■連携に向けた仕組みの機能強化 (4,830千円） 
  ・さらなる連携の強化のため関係者で構成される「地域包括ケア 

  推進協議体」を地域地域に設置 
 
  
 
 

 
  
  

サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

新 

拡 

新 

新 

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ 

医療ソーシャルワーカー 
退院調整看護師 

 

サロン 体操教室 

民生委員 
市町村社協 等 

医療機関 

訪
問
等 

に
よ
る
把
握 

かかりつけ医 

支援を必要とする人
の情報のつなぎ 

ケアマネ
ジャー 

あったかふれあいセンター 
 

地域包括 
支援センター 
（市町村） 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

■地域での在宅医療の推進 (485,499千円） 
 ・中山間地域での訪問看護サービスの確保 
 ・在宅歯科連携室による訪問歯科診療への支援 
 ・訪問薬剤管理体制の強化による服薬状況の 
  改善への支援 
■救急医療体制の確保 (834,998千円） 
 ・ドクターヘリの安定的運航の確保 
 ・救急医療の確保・充実 
 

拡 

介護等が必要になっても 
地域で暮らし続けられる仕組みづくり 

■介護サービスの充実 （705,535千円） 
 ・中山間地域の介護サービスの確保  
 ・退院後等に低下した心身機能の改善を図るこ  
  とができるよう介護予防強化型サービス事業 
  所の育成を支援 
 ・南海トラフ地震対策等の防災対策上の観点も 
  踏まえ、療養病床から良好な療養環境を備え 
  た高齢者施設への円滑な転換を促進するため 
  の支援制度を強化・拡充  

拡 

新 

これまでの取り組みを充実・強化 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

■あったかふれあいセンターの整備と機能強化    
 (304,351千円) 
 ・あったかふれあいセンターの新規整備等への支援 
 ・薬剤師や看護師による健康相談の実施等、 
  医療・介護との連携の取り組みを拡大 
 ・集落活動センターとの連携の強化による 
  生活支援サービスの提供体制の充実 
■地域の実情に応じた介護予防の仕組みづくり  
 (6,662千円） 

拡 

拡 

■入院から在宅生活への円滑な移行に向けた医療と介護の連携 

 ・医療機関とケアマネジャー等の連携を円滑にするため 
  の入退院時の引継ぎルールの策定や運用を支援 
 ・医療と介護関係者の情報共有を図るため医療介護連携 
  情報システムの活用を促進 

 

(14,412千円） 

  生活支援 
（市町村事業） 14 



 
 
 
 

 ①あったかふれあいセンターの整備と機能強化 

 
 
 
 

• 住民主体の取り組みとも連携しな
がら、専門家による健康相談や通
院支援のサービスの一層の拡充を
図ることが必要。 

• 複雑化・多様化する福祉ニーズ
に、対応するため、あったかふれ
あいセンターの基盤を生かした、
地域ニーズに応じた生活支援等の
サービスを充実させていくことが
必要。 

２ 課 題 

• あったかふれあいセンターが地域福祉の拠点として普及・定着し、地域の支え合いの 

 ネットワークの再構築が進んでいる（H29：29市町村 43箇所 214サテライト） 

• あったかふれあいセンターにおいて、介護予防につながる体操等（リハビリ専門職等が 

 何らかのかたちで関与、概ね週１回以上）を実施（H29：28箇所） 

• あったかふれあいセンターの地域内で認知症カフェを実施（H29：21箇所） 

• あったかふれあいセンターの地域内で集落活動センターが設置されている 

（H29： 25箇所）          ※数字は拠点における実施箇所数の見込み 

 

１ 現 状   

３ 今後の取り組み 

拡 

35 36 38 42 44 

114 
162 174 190 206 

27 27 28 29 29 
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H24 H25 H26 H27 H28見込 

拠点 サテライト 市町村 

（箇所数） （市町村） 

  ＜参考＞設置市町村数・箇所数の推移 （H24～H29） 

• あったかふれあいセンターの基盤を生かし、複雑・多様な住民ニーズに対応するための健康相談や通院支援
の取り組みの一層の拡充。 

• 子どもから高齢者までの必要な福祉サービスの提供機能の充実。 
• 集落活動センターなど関連する機関や施設と連携し、効果的・効率的な生活支援等のサービスを提供できる

体制の構築。 

４ 平成30年度の取り組み 

A地区 

保健 
機関 

行政 
機関 

医療 
機関 

専門 
機関 

介護 

事業所 
運営協議会 

老人クラブ 

地域住民 

ボランティア 

民生委員・児童委員 

地域福祉ネットワーク 

ＮＰＯ等による 
認知症カフェ 

住民主体の 
介護予防体操 

連携、 
活性化に向けた支援 

子育てサークル 

ｻﾃﾗｲﾄ 

ｻﾃﾗｲﾄ 

◆拡充機能 地域のニーズに応じて機能を拡充 

･介護予防の取り組み       
･認知症カフェ        

･ショートステイ 
･子ども食堂の実施 
･子育て中の親子の集い 

拡
充 

地域福祉の拠点  

    あったかふれあいセンター 

  
概ね週５日実施 ①集い＋α 

（預かる・働く・送る・交わる・学ぶ・等） 

③生活支援 
ニーズに合わせて適宜実施 

◆基本機能 

②相談・訪問・つなぎ 

概ね週２日実施 
拡 

拡 

拡 

地域福祉政策課 

【予算額】 H29当初  277,543千円 → H30当初案304,351千円 
           

35 36 38 42 44 43 

114 162 174 190 206 214 

27 27 28 29 29 29 

0
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H24 H25 H26 H27 H28 H29

     市町村数    拠点              ｻﾃﾗｲﾄ 

 
   ①あったかふれあいセンターの整備 
    ・H29年度：29市町村43拠点214サテライト 

         →H30年度：31市町村48拠点226サテライト 
      新設５拠点：安芸市1・いの町（吾北）1・仁淀川町（吾川）1 
                        ・佐川2（加茂、黒岩） 
 

   ②医療・介護との連携の取り組みのさらなる拡大 
   ・ リハビリテーション専門職等の派遣を推進し、地域の実情に応じ 

     た介護予防の取り組みを充実 
  ・薬剤師や看護師によるセンター利用者への健康相談等を実施 
  ・受診時の送迎及び付き添い通院支援 
 

   ③福祉サービスの提供機能の充実 
  ・集いの場を活用した子育て支援サービス（子ども食堂、地域 
   子育て支援センターの代替機能など）の充実 
  ・介護予防サービスや認知症カフェの取り組みの充実・拡大を推進 
  ・高齢者や障害者等へのショートステイサービスの充実 
  ・障害児・者の地域生活支援等のサービスの充実（スタッフへ 
   の研修など） 
 

   ④集落活動センターとの連携の充実強化に向けた取り組み 
    同じ地域に集落活動センターが設置されている(又は設置見込み 
   の)地域を対象に、効果的・効率的な生活支援サービス提供に向け 
         た検討 
 

 ①見守りをかねた 
  配食 サービス 
 ②移動支援 など 

集落活動センター 
（26市町村 41カ所）  

①農林水産物の生産・販売 
②特産品づくり・販売 
③観光交流活動・定住 
   サポート 

専門職に
よる支援 

拡
充 

 

連
携
に
よ
る
地
域
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 
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  ■病床機能の分化・連携に向けた取り組みが必要 
    ・介護療養病床等から介護医療院への円滑な移行 
     ・今後不足が見込まれる回復期病床の整備  
   ・機能分化した病床（病院）等の連携強化  
  ■在宅医療を選択できる環境が整備されていない 
   ・在宅医療従事者の確保とレベルアップ（特に訪問看護師） 
   ・急変時に24時間対応できる医療機関の連携構築 
   ・在宅医療等での医療と介護の連携強化 
  ■入院から退院、在宅までの切れ目のない支援が必要 
   ・急性期から回復期、在宅へと多職種による円滑な退院支援の実施 
   ・退院時の円滑な引き継ぎの実施 

 

１ 病院機能の分化の促進 

 (1)良好な療養環境を備えた介護医療院への移行への支援(高齢者福祉課) 

 (2)回復期病床への転換促進 

２ 転院→退院→在宅の流れを支援する仕組みづくり  

 (1)地域連携ＩＣＴを活用した病院、診療所の連携強化 

 (2)医療機関連携情報システムを活用した病院間の連携強化 

 (3)退院支援指針を活用し、急性期から回復期、在宅へと円滑な流れを 

   推進するための、医療・在宅関係者の人材育成・連携強化 

 (4)広域的な退院調整ルール運用等への支援（高齢者福祉課） 

３ 訪問看護等サービスの充実 

 (1)中山間地域等における訪問看護サービスの拡充 

 (2)中山間地域等における訪問看護師の育成・確保 

 (3)訪問看護のサテライト事業所の設置促進（高齢者福祉課） 

 (4)在宅歯科医療の推進（健康長寿政策課） 

４ 再入院等防止対策の充実 

 (1) 健康づくり支援薬局での在宅療養支援強化 (医事薬務課） 

 (2) 介護予防強化型サービス事業者の育成支援(高齢者福祉課) 

 

１ 現  状   
■高知県の特徴 
 ・高齢者が多く、家庭の介護力が弱い（H27高齢化率32.8％ 今後も上昇見込み） 
 ・中山間地域が多い（医療提供施設へのアクセスが不利） 
 ・訪問診療、訪問看護STの不足及び地域偏在 
■療養が必要になっても居宅において生活したいという県民の高いニーズが存在  
■介護療養病床（H29.9末1,863床）及び医療療養病床25対1（同1,089床)の6年間の経過期 
  間の延長（H29年度末→H35年度末） 
■これまでの取り組み 
 （１）病期に応じた医療連携体制の構築 
   ・保健医療計画の推進    ・病床の機能分化・連携の推進 
 （２）在宅療養ができる環境整備 
   ・中山間地域の訪問看護サービスへの支援   ・訪問看護師の育成・資質向上 
   ・県民・関係者への啓発   ・医療介護情報連携システムの構築 
 

生
涯
健
康 

 

時
々
入
院
、 

ほ
ぼ
在
宅 

（389,799千円） 

新任・新人訪問看護師 

県立大学 
遠方訪問 

訪問看護ステーション 
育成・確保 
スキルアップ 

地域就業 

訪問看護師の確保 

介護サービス
事業者 

遠距離訪問への補助 
訪問看護師の育成 

診療所（かかりつけ医） 

中核医療機関 

急性期医療機関 

回復期医療機関 

地域医療情報ネットワークシステム 

診療情報の共有 

医療介護連携情報システム 
医療・介護関係者間の情報共有 

切れ目のない退院支援体制の構築 

急性期から回復期、在宅への円滑な移行のための
人材育成と連携強化 

医療機関連携情報システム 

広域での病院間の連携 

居宅療養 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー 

地域包括ケア病棟 

回復期リハビリ
テーション病棟 

慢性期医療機関 

高度急性期 
急性期医療機関 

転院 

退院調整ルール 

薬局 

（ 13,211千円） 

（10,698千円） 

（8,967千円） 

（2,024千円） 

                                 生涯を通じた健康づくりの推進 → ライフステージに応じた栄養・運動・休養等の健康的な生活習慣を定着させる取り組み   
                         生活習慣病の予防 → 特定健診・がん検診の受診促進、血管病の重症化予防対策 
                         中山間地域における医療の確保 → 医師・看護師の確保対策、へき地医療対策 

                                入院から在宅等への円滑な移行・訪問看護サービスの充実 対策のポイント 

健康を支える取組 

医療政策課 

【予算額】 H29当初  539,646千円 → H30当初案 1,150,626千円 

 ②在宅医療の推進 

２ 課  題 

診療所 

慢性期医療機関 

歯科診療所 

 ３ 今後の取り組み 

P 
退院時の円滑な引き継ぎ 

介護医療院 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

(介護療養病床等） 

訪問看護ST 

介護サービス 
事業者 

かかりつけ医 

歯科診療所 

ケアマネジャー 

地域包括支援センター 

薬局 

入院医療 

円滑な転換に向けた支援 

居宅療養 

回復期医療機関 

県立大学 

入院 

転院 

転院 

退院 
退院調整ルール 
・入退院時の確実な引き継ぎ 

急性期⇒回復期⇒在宅へと切
れ目のない退院支援 

新任・新人訪問看護師 

地域就業 

育成・確保 
スキルアップ 

訪問看護師の確保 
・遠距離訪問への補助 
・訪問看護師の育成 

医療機関連携情報シ
ステム（転院調整） 

新 

入所 

退所 

介護施設 

新 
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ケアマネジャー 

在宅 

地域包括支援センター 

訪問介護・リハ 

通所介護・リハ 

退院 

 
・  病院からの退院には、医療

ソーシャルワーカーだけでな
く、院内の多職種が支援に
関わり、ケアマネジャーや地
域包括支援センターなどと
の地域連携型の支援体制
が必要 

･ケアマネジャーが退院を
知らず、在宅生活がうま
くいかない場合があり、
退院にあたってケアマネ
ジャーへの引継ぎのルー
ルの徹底が必要 

 

 
･  入院時に病院に対し在宅

における情報の提供がで
きていない場合があり、入
院中からの病院との連携
の強化が必要 

 
 

医療 介護 

○回復期病院 

※入退院時の引継ぎルール：退院後、円滑に在宅生活へ
移行し、必要な介護サービスが受けられるよう、入院時
から病院とケアマネジャーが情報共有できるよう連携に
ついての方法などを定めたルール 

入院 

入院 

〇ケアマネジャーが決まっていない方 
〇要支援者 
〇判断に迷う方 

地域包括支援センター 

〇要介護者でケアマネ
ジャーの決まっている方 

ケアマネジャー 

〇「退院支援が必要な患者」※ 
 について退院5日前ぐらいには病

院担当者がケアマネジャーまたは
地域包括支援センターに連絡 

退院前カンファレンス 
退院 

退院時の情報提供 
*ケアマネがほしい情 
  報をルール策定時   
   に協議 

ケアマネジャー 

入院時の情報提供 
＊病院がほしい情報  
 をルール策定時に 
 協議 

ケアマネジャー 

入退院時の引継ぎルールの運用（例） 

 
 

①退院支援指針 
○患者の在宅復帰に向け病院の多職種が参加した退院支
援の手法を示すマニュアル（「入退院時の引継ぎルール」と
の連携） 

②多職種協働・地域連携型の退院支援体制の構築
に向けた人材育成研修 
○看護管理者や地域の多職種への研修を実施 
○退院支援をコーディネートするリーダーの育成 

③急性期・回復期・在宅へと切れ目なく移行する地
域・病院・多職種協働型の退院支援体制の構築 
 

「退院支援指針」及び人材育成 

      要支援者：見守りが必要な方、放っておくと介助が必要な状態になるおそれのある方  
      要介護者：立ち上がりや歩行、排泄などに介助が必要な方、認知機能が低下している方 

 

※支援が必要な 
患者の基準例 

ルールを明確
にすることに
より着実に引
継ぎが行われ
る 

 
 
 
 
 
 
  

あったかふれあいセンター

あったか 
ふれあいセンター 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

円滑な在宅生活への移行 

住宅改修・改造 
要配慮高齢者向け住まい 
福祉用具 
見守りシステム 

 訪問看護 

県立大学への委託 
H28：土佐市の回復期民間病院
における検証に基づき①を作成 
H29：①を活用して安芸、幡多
で取り組みを実施 
H30:①を活用して新たに中央東
及び須崎で取り組みを実施。急
性期病院から回復期への退院支
援体制の構築 

 
１ 「退院支援指針」を活用した退院支援体制の構築及び人材育成  
  
   〇急性期・回復期・在宅へと切れ目なく移行する地域・病院・多職 
  種協働型の退院支援体制の構築 
 〇退院支援指針を活用した相談支援の実施 
 〇多職種協働及び地域・病院協働型の退院支援体制構築のための研 
  修の実施 
 
２ 福祉保健所圏域ごとの入退院時の引継ぎルールの運用及び定着 
  に向けた支援 
 
 〇病院及び介護関係者（ケアマネジャー・地域包括支援センター） 
  と協働し、策定する地域の実情に応じた入退院時の引継ぎルール 
  の運用及び定着に向けた関係機関との協議等への支援 
 

２ 平成30年度の取り組み 

【予算額】 H29当初  9,618 千円→ H30当初案  14,412千円 

③円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携 医療政策課・高齢者福祉課 

１ 現 状・課 題 
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 中山間地域等訪問看護師育成講座開設寄附金 

 ・新人・新任の訪問看護師への研修と継続的な育成支援 

  ・寄附講座の研修課程を見直し、中山間地域に従事する訪問看護師育成、定着を図る 

  新人(1年コース）、1年未満の新任（6月コース）、1年以上の新任訪問看護師（3月コース）（新設） 

 中山間地域等訪問看護師育成事業費補助金 

  ・上記研修受講中の人件費（18名）を支援 

  

 

 

 

 

中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業費補助金 
  ・訪問看護ステーション連絡協議会による派遣調整、不採算地域への訪問看護に対する支援  

    ・連携・相談・派遣事業の拡大、医療施設からの訪問看護の促進 

      ＜派遣実績＞ H25年度：3,979回（事業実施前）→ H28年度：9,055回 

              H30年１月現在：8,252回                    

   ・訪問看護師によるあったかふれあいセンター利用者への訪問看護事業の紹介及び健康相談 

   ・小児の訪問看護体制整備 
   - 小児の退院調整や訪問に係る経費への支援、小児担当の訪問看護師との連携 
 
訪問看護ステーションの設置促進 
  ・訪問看護ステーション未設置の市町村や事業所等へ、サテライト事業所設置の働きかけ 

  （H30年１月：安芸郡田野町に新設） 

  ・サテライト設置の体制整備への助成（高齢者福祉課と連携） 

 

 
 

１ 現  状   

  

訪問看護提供体制 

    

安定的、継続的な訪問看護師確保とキャリア形成スキームの構築 

中山間地域等における安定的な訪問看護システムの確立 

拡  

新  

 

・新卒者を教育する人的、経済的余裕がなく、新卒者の採用が進まない 

・潜在看護職員や医療機関からの転職者を採用しても、施設内教育に留ま 
 り、訪問看護師の研修の機会が少ない 
・訪問看護認定看護師、在宅医療に関わる看護師の特定行為研修修了 
 者が不在である 

・ステーションの地域偏在があり、遠距離の訪問では不採算が生じる 

・確保が必要な訪問看護師数：84人（H27~H31） 
 ＊中山間地域等遠距離訪問への負担を見込んだうえで、まずは全国平均並みの 

   訪問看護サービス量が確保できる人数を算定 

 

 

 

 ３ 今後の取り組みの方向性 

就職 

拡  

拡  

医療政策課  ④訪問看護サービスの充実  

新卒者 
既卒者 

研修派遣 

訪問看護スキ
ルを習得 

訪問看護 

遠方訪問 

訪問看護ST 

中山間地域 
訪問看護ＳＴ 

人材確保・育成 

２ 課  題    

県
補
助
金 

あったか 
ふれあいセンター 

訪問看護の 
紹介と健康相談 

小児訪問看護 

小児訪問看護師
による指導・育成 

【予算額】H29当初 89,402千円 → H30当初案 75,808千円 

市町村・医療関係施設との連携・調整 

ＳＴのサテライト化（包括支援センターや
地域の拠点となる場所）への体制支援 

同行訪問 

＜本県の訪問看護師の状況＞ 

 ・訪問看護師数は増えているが、まだ不足している（H24:186 → H26:211人 →H28：280人） 

   → 高知県立大学の訪問看護師育成のための寄附講座設置（参加者…H27～H29：64人） 

 ・在宅看護専門看護師4人、訪問看護認定看護師0人 

＜本県の訪問看護ステーションの状況＞ 

 ・訪問看護ステーション数 : H25年度:38箇所→ H28年度:59箇所→ H29年度:65箇所（H30.1.1） 

 （特徴）小規模STが多く、24時間体制が困難 

       医療法人併設の施設が多く、41ステーションが高知市・南国市に集中 

 ・人口10万人当たり訪問看護ステーション数（H28.9）：7.27箇所（全国平均 6.88箇所） 

 ・平均常勤看護師数（H27.10）：3.5人（全国平均3.5人） 

 ・訪問看護ステーションの空白地域：19市町村、サテライトステーション３箇所のみ 

高知県立大学寄附講座 

大学：講義・演習 
ＳＴ等：実習 

育成  
H27～31年で84人育成予定 

 ４ 平成30年度の取り組み 
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１ 現 状 

医事薬務課・国保指導課 

H29年度 

 
■ 在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」事業（高知市及び中央東WHC管内） 
①高齢者の服薬状況が悪い  
・服薬状況の改善が必要とされた事例のうち、70歳以上の事例数 
  高知市：45/57（79％）、中央東：18/22（82％） 
②薬局間及び多職種連携等 
・多職種間の連携は図られてきたが、在宅医療に取り組む薬局が固定化している 
・居宅療養管理指導費や在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定：95薬局 H28薬剤師会調べ） 
・地域ケア会議に参加意欲のある薬剤師は多い（訪問薬剤師研修参加者；80/100名） 
・一方で、地域ケア会議への参加要請に応じられない地域や参加薬剤師の固定化がある 
・入院時に病院に持ち込む薬の量が多く病院薬剤師の負担となっている 
■ジェネリック医薬品の使用促進 
・64.4%（H29.9）：全国45位（全国平均 69.6%) 
・ジェネリック医薬品に変更したきっかけの約8割が薬剤師からの勧奨（H27薬局店頭ｱﾝｹｰﾄ） 

               

   

   

 

 
 
 

２ 課 題 

   

  
３ 今後の取り組みの方向性 

多職種・他機関との 
連携体制の構築 

①【薬局からの声掛け】薬局店頭での 
  飲み残し薬等に関する相談応需 
②【連携ツールの活用】ケアマネジャー、 
  訪問看護師、ヘルパー等からの情報提供 
●①または②により、薬剤師による支援が 
 必要な患者を把握 
●在宅訪問の実施、または多職種が情報 
 を共有・連携して患者の服薬支援を実施 

認知症患者 

高齢者 

H37年には、すべての薬局がかかりつけ薬剤師・薬局としての機能を持ち、 
多職種・他機関と連携して地域包括ケアシステムの一翼を担う存在となる 
              H27年10月 厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」 

多職種・他機関の連携体制を構築 

◆ 地域包括ケアシステムの一翼を担う薬局の整備  

 （１）在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」の定着 

                   ＜高知県全域で取り組みを推進＞ 

 ・薬剤師会支部や市町村単位の多職種による情報共有・意見交換会の開催 

 ・在宅訪問や多職種連携に関する研修会の実施 

 

 （２）服薬状況の改善による患者QOLの向上等 

 ・薬局での高齢者等への声かけや電話連絡などによる服薬確認の徹底 

 ・レセプトデータの活用（国保、協会けんぽ、後期高齢者医療広域連合）に 

  よる重複投薬の是正とジェネリック医薬品の使用促進（医療費適正化） 

 ・お薬手帳の一人１冊化の推進やかかりつけ連携手帳の普及 

 ・病院・薬局薬剤師間の服薬情報の共有化に向けた検討の場の設置 

 

 （３）「高知型薬局連携モデル」の整備（薬局機能の分化）（再掲） 

 ・地域の薬局の規模や特性に応じた機能分化を図り、地域の薬局外活動 

  （地域ケア会議や在宅訪問等）への対応力を強化 

 ・薬局の少ない町村への対応を各薬剤師会支部と検討  

【予算額】 H29予算（6月補正含む）4,883千円  →  H30当初案 （国） 34,984千円 

 ⑤医薬品の適正使用等の推進 

【主要な対象者】在宅における服薬管理の支援が必要 
・認知症患者、高齢者 
・医療資源の少ない地域の住民 等 
【薬局からの声掛け】 
・薬局店頭での飲み残し薬等に関する相談応需 
【連携ツールの活用】多職種間での情報共有 

訪問等 相談 

高知家 
健康づくり 
支援薬局 等 

訪問看護 

訪問看護 
ステーション  

・訪問看護師 等 

 患者・家族 

医療機関 
 
 

服薬状況の確認が 
特に必要な患者 

 
■ 地域包括ケアシステムの一翼を担う薬局の整備 
（１）在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」の定着 
 ・一部の地域を除き、薬剤師・薬局機能（在宅での服薬支援）に関する県民 
  や医療・介護関係者の認知度が低い 
 ・在宅訪問の経験のない薬剤師のスキルアップ 
（２）服薬状況の改善による患者QOLの向上等 
 ・自宅における服薬管理が不十分（飲み過ぎ、飲み忘れ等） 
 ・多科受診による重複投薬がある 
 ・患者の入・退院時における病院及び薬局薬剤師間の服薬情報の共有 
（３）地域ケア会議や在宅訪問など薬局外活動への対応力向上 
 ・薬局が少ない地域等での活動を広域でカバーする体制づくり 
■ジェネリック医薬品の使用促進 
 ・薬剤師によるジェネリック医薬品の使用勧奨（説明）の強化 

４ 平成30年度の取り組み 

地域包括支援センター 
居宅介護事業所 等 
・ケアマネジャー 
・ヘルパー     等 

認知症 
 患者 

高齢者 

在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」 

在宅療養患者への服薬支援 通院患者への服薬支援 

服薬確認の強化 

年度 H28年度 H29年度 H30年度 

高知家 
お薬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
モデル地区 

南国市、香美市、 
香南市 

中央東福祉保健所管
内、高知市 

県内全域に拡大 

新 

新 

拡 

〈文書通知〉 
 ・重複投薬 
 ・ジェネリック 
   差額通知 

  ＜服薬サポーター＞ 

  ・電話での個別勧奨 
  ・かかりつけ薬局の調整等 

《服薬サポーター》（仮称） 
○服薬状況、生活環境等を確認 
○かかりつけ薬局の紹介 
○かかりつけ薬局への情報提供 
○ジェネリック医薬品の普及促進 

医療保険者 
国保、協会けんぽ、 

後期高齢者医療広域連合 

新 
  かかりつけ医・ 

歯科医 等 

① ② ③ 

３段階の個別勧奨 
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健康長寿政策課 

中央圏域 
高知県在宅 
歯科連携室 

H22~ 

幡多圏域 
幡多地域在宅
歯科連携室 

H29～ 

歯科衛生士
の人材確保 

が必要 

 ⑥在宅歯科医療の推進    

 
 

ⓒやなせたかし/やなせスタジオ 

１  現 状 

【予算額】H29当初 14,338千円 → H30当初案 14,176 千円 

 
１ 高知県口腔保健支援センター設置推進事業  
 
２ 在宅歯科連携室を核とした連携強化  
  ■医科・介護等との連携、相談窓口、訪問歯科診療の 
   調整機能の強化 
 ■多職種連携協議会や研修等の開催 
 ■地域歯科衛生士の掘り起こしと復職支援 
 
３ 在宅歯科医療の対応力向上 
 ■各地域における歯科医療従事者の在宅歯科医療 
     への対応力向上研修等の実施 
 
４ 歯科衛生士確保対策推進事業 
  ■歯科衛生士養成奨学金制度の創設 
   

◆在宅歯科連携室(高知県歯科医師会館に設置)の 
   活動状況(H28実績) 

 
 

３  今後の取り組みの方向性 

 
 

 ４  平成30年度の取り組み 

・在宅歯科連携室が調整した訪問歯科診療件数 

・相談、問合せ:167件   

・広報活動:新聞広告3回 

・在宅歯科医療機器の貸出し：延べ12,039件 

◆在宅歯科診療を行う歯科医療機関の状況 

 ・県内約140の歯科医療機関が在宅歯科診療に 
  対応可能(H27) 

 ・無歯科医地区は、近隣の歯科医療機関による 
  訪問歯科診療で対応可能な状況 

 ・保険診療における訪問歯科診療件数の８割以 
  上は中央保健医療圏内の診療が占める(H26) 

◆在宅歯科診療で口腔ケアを担う歯科衛生士の状況 

 ・在宅歯科診療での口腔ケアは、高い専門知識と技術、 
  他の医療福祉従事者との多職種連携が必要 

 ・歯科診療所１施設当たりの歯科衛生士数(H26) 

高知県 
二次保健医療圏 

安芸 中央 高幡 幡多 

2.2人 2.1人 2.5人 1.4人 1.1人 

診療エリア 

安芸 
室戸 

香美 
香南 

土長 
南国 

高知 仁淀 高岡 幡多 

1件 9件 8件 63件 10件 10件 1件 

地域歯科衛生士 
の組織化 

⑤育成・活動支援 

在宅 施設 

地域歯科衛生士 
の掘り起こし 

歯科医師による 
訪問歯科診療 

歯科衛生士による 
口腔ケア等 

多職種連携 

厚生労働省医療施設（静態・動態）調査結果から算出 

③訪問診療 
   実施依頼 

①相談 
   対応 

②事前 
   訪問 

訪問診療 

高知県在宅歯科連携室 ・ 幡多地域在宅歯科連携室 

④サポート 

◆在宅歯科連携室の機能拡充 

 
 

２  課 題 

・幡多地域在宅歯科連携室を開設し、幡多圏域の在宅歯科 
 医療連携機能を強化（H29.5月～） 

・訪問歯科診療希望者に対する事前調査のための車両を高知と 
 幡多に各１台整備し機動力を向上（H29.10月～） 

ニーズの 
掘り起こし 

ニーズの 
掘り起こし 

◆今後の利用拡大に対応するための体制 
 
 ・今後も潜在的な在宅歯科ニーズの増加が見込まれる

なか、在宅歯科医療の対応力強化が必要 
 
 ・中央保健医療圏以外の地域のニーズの掘り起こしが

必要 
 
 ・在宅歯科医療に関わる 

  人材確保及び資質の向 

  上が必要(特に歯科衛生 

  士の地域偏在が課題) 

サービスの充実を図る 

・療養患者の低栄養の改善 
・誤嚥性肺炎の予防 
・患者のＱＯＬ向上 

新 

20 

2.医療の効率的
な提供の推進 

http://4.bp.blogspot.com/-pcXXUG_tUFw/UgsxdqKyz2I/AAAAAAAAXX4/Wkmeb1mx1lM/s800/job_shikaeisei.png
http://1.bp.blogspot.com/-QTSap2aw790/U-8HEvQ0SyI/AAAAAAAAk-0/T6EzEDcf26o/s800/iryou_helper.png
http://1.bp.blogspot.com/-QTSap2aw790/U-8HEvQ0SyI/AAAAAAAAk-0/T6EzEDcf26o/s800/iryou_helper.png
http://2.bp.blogspot.com/-P4vGdJhIxek/VRUQFRC1ApI/AAAAAAAAsgE/LDPv4ZyNxls/s800/job_haisya_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-0L0XttO6MCg/UZmB9c_SsKI/AAAAAAAATYc/Vk-8_vEkUew/s800/house_2f.png
http://4.bp.blogspot.com/-QhV91eEE8ms/UZ2U537QLOI/AAAAAAAATpk/n5gGu_PitTY/s800/haisya.png
http://1.bp.blogspot.com/-0L0XttO6MCg/UZmB9c_SsKI/AAAAAAAATYc/Vk-8_vEkUew/s800/house_2f.png
http://2.bp.blogspot.com/-P4vGdJhIxek/VRUQFRC1ApI/AAAAAAAAsgE/LDPv4ZyNxls/s800/job_haisya_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-gzBQXF_JimY/U-8HFYCXlkI/AAAAAAAAk_E/S1GpBC9Wwpw/s800/iryou_jujisya.png
http://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png


特別養護老人ホーム入所待機者数（H29.4.1) 
待機場所 

在宅485人
20.2％ 

 
■地域の実情に応じた計画的な介護サービスの確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

   〇計画的な介護サービスの確保が必要 
 
 
■療養病床の転換整備 
 ･療養病床を有する病院は相対的に耐震 
  化が遅れている 
 ○防災対策上の観点も踏まえた、療養病床 
  から高齢者施設への円滑な転換支援が必要  
 
 
■中山間地域の介護サービスの確保 
 ･事業所から遠距離の地域等の利用者に 
  対する訪問介護や通所介護等のサービス 
  提供に対し、介護報酬の上乗せ補助を実 
  施することにより事業所を支援 
   20市町村で実施（H29） 
   ・98事業所に対し補助 
      実利用者数 649人（H28） 
                 
                    
 〇県の多くを占める中山間地域では、多様な介護ニーズがありながら利用者が点在しているため、 
  訪問サービス等の効率が悪く、引き続き支援が必要 
 
■地域の多様なニーズに対応可能な福祉サービス提供施設の整備 
 ･多機能型福祉サービスモデル事業の実施による施設の整備  四万十町１施設（H28） 
 〇中山間地域の多様なニーズに対応できるよう、施設整備に加えて人材育成も必要 
                   
                                                                                                          
  

高齢者福祉課 ⑦地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり 
【予算額】 H29当初 675,497千円→ H30当初案 1,440,878千円 

  

 １ 計画的な介護サービスの確保 
    
   〇介護施設等の整備支援   

      ・広域型特別養護老人ホーム 
    ・小規模特別養護老人ホーム 
    ・認知症高齢者グループホーム 
    ・広域型特定施設 
    

 ２ 防災対策の観点を加えた転換支援 
 
   〇療養病床の転換支援事業費補助金 
    ・療養病床から介護老人保健施設等 
       への転換を支援する 
 

   〇耐震化等加算の創設 
      ・南海トラフ地震対策等の防災対策 
       上の観点も踏まえ、療養病床から 
       高齢者施設への円滑な転換支援制 
     度を強化・拡充する 
     

 ３ 中山間地域の介護サービスの確保 
 
   〇中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金   
    ・中山間地域の介護サービスの充実を図るため、訪問及びサービ 
               スの送迎に要する時間や地域の利用者数に応じた支援の実施 
     ＊補助対象介護サービス 
       訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、 
       通所リハビリ、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 
       小規模多機能型居宅介護 
 

 ４ 地域の多様なニーズに対応可能な福祉サービス提供施設の整備 
                                                     

   〇小規模複合型サービス施設の整備 
  ・介護保険サービスを始めとする法制度に基づく多様な福祉サー 
   ビスを提供する施設整備に取り組む市町村を支援する。 

   
             ・小規模複合型サービスにおける多様なニーズに対応するための実践者 
      向け研修を実施（事業者が参加しやすいよう県内で研修を実施） 

２ 平成30年度の取り組み  

特別養護老人ホーム入所待機者数（H29.4.1) 
待機場所 

在宅485人
20.2％ 

【第7期介護保険事業支援計画（H30～32年度）における施設整備】 

１ 現状及び課題   

病院（医

療入院） 

467人 

19.5% 
介護療養

病床 261

人 10.9% 

介護老人

保健施設 

473人 

19.7% 

グループ

ホーム 

144人 

6.0% 

他の特養 

373人 

15.5% 

その他 

153人 

6.4% 

不明 46

人 1.9% 

P 

P 

拡 

耐震済 未耐震 
合計 

病院数 割合 病院数 割合 

療養病床あり 53 63.9% 30 36.1% 83 

療養病床なし 36 78.3% 10 21.7% 46 

合計 89 69.0% 40 31.0% 129 

訪問先 

事業所から20分以上 
1時間未満 

事業所から1時間以上 
サービス提供 
（35％加算） 

事業所 

サービス提供 
（15％加算） 

訪問先 

中山間地域 
（特別地域加算対象地域） 

6期残
(床) 

７期 
（床） 

 広域型特別養護老人ホーム 26 0 
 小規模特別養護老人ホーム 
（29人以下） 

 0 29 

 介護老人保健施設  80 80 

 認知症高齢者グループホーム 0  90 

 広域型特定施設 0  86 

地域密着型特定施設 9 69 

合 計 115 354 

※最終確定値に置き換え 

26床 

29床 

９床 

50床 

病院（医

療入院） 

467人 

19.4% 
介護療養

病床 261

人 10.9% 

介護老人

保健施設 

473人 

19.7% 

グループ

ホーム 

144人 

6.0% 

他の特養 

373人 

15.5% 

その他 

153人 

6.4% 

不明 46

人 1.9% 

介護療養病床転換支援事業費補助金 

医療療養病床転換支援事業費補助金 

療養病床転換促進事業費補助金 

特別養護老人ホームへの 
転換加算（県単） 

耐震化等加算（県単） 新 

拡 

新 
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医師確保・育成支援課 ⑧高知家総合診療専門医の養成による医師不足地域への支援  

■医師養成奨学貸付金の貸与等によ
り、 
 県内の若手（40歳未満）医師の数が 
 増加に転じた。一方、医師の高齢化 
 及び地域偏在が加速。 
■中山間地域では、医師の高齢化によ 
 る廃業など、地域医療の確保に影響 
 が出ており、一定期間へき地の医療  
 機関に医師を派遣する仕組みが必
要。 
 
 
■新専門医制度の開始（H30年度～） 
 に伴い、へき地での勤務が期待され  
 る総合診療専門医の養成を進める必 
 要がある。 
■今後増加が見込まれる若手医師の県 
 内への一層の定着を図る必要があ
る。 
 

拡 

拡 総合診療専門医の養成 

0

50

100

150

200

250

300

350

H
1

9
 

H
2

1
 

H
2

3
 

H
2

5
 

H
2

7
 

H
2

9
 

H
3

1
 

H
3

3
 

H
3

5
 

H
3

7
 

H
3

9
 

H
4

1
 

H
4

3
 

H
4

5
 

H
4

7
 

H
4

9
 

貸与 

学生数 

償還期間 

内医師数 

奨学金貸与者の推移 

《高知家総合診療専門医研修プログラム》 
 ・参加施設32か所、定員12名、研修期間3年 
 ・プログラムの特長 
  ①県内で唯一の総合診療専門研修プログラムで、三次医療を担う大学病院か   
   ら地域の中核的な医療機関、プライマリケアを担う医療機関まで、幅広い 
   環境での研修が可能。 
     
 
 
 
  ②高知大学家庭医療学講座が研修プログラム事務局として、専攻医のニーズ   
   に合わせて適切なローテート研修ができるよう調整。  
  ③高知医療再生機構が専攻医を常勤医として雇用。専攻医の身分の安定化と  
   ともにローテーションに伴う事務の簡素化を図る。  
   

研
修
施
設
・
専
攻
医 

 

2  今後の取り組み   

・医学教育 
・家庭医道場、幡多地域医療道場
の実施 
・奨学金受給学生のサポート 
・研究・学会発表     など 
     寄附額：25,000千円 

総合診療専門医研修費補助金  
 高知家総合診療専門研修プログラムに参加する専攻医の研修費用及びプログラム
を維持するための経費を補助する。 
 
○補助先：（一社）高知医療再生機構  
○補助対象：研修費  内科 （高知大学医学部附属病院） 
           小児科（高知大学医学部附属病院）  
      事業費  謝金・旅費・会議費・委託費        

平成28年度 平成29年度 

3  平成30年度予算   

期待される効果   

・専攻医が、総合診療Ⅰ・Ⅱの課程で医師不足地域の医療機関で勤務 
・総合診療専門医の資格取得者：H33年度以降、毎年4名程度 
・資格取得後、地域の医療機関での勤務につながる 
 

奨学金受給学生のサポートを実施すること
により、県内での就職を後押ししている。 
(地域枠学生 H23:約80人→H28:約150人) 

H３０当初予算案：21,856千円 
 

1  現状及び課題   

家
庭
医
療
学
講
座 

H30 H31 H32 H33 H34  H35 H36 

 
 
高知家プ
ログラム

参加者 

第1期５人 

第2期4人 
 （目標） 

第３期：４人 

資格取得、 
県内で地域医療に従事 

資格取得、 
県内で地域医療に従事 

診療所や地域の
中小病院で勤務 

総診Ⅰ：診療所や地
域の中小病院 

診療所や地域の
中小病院で勤務 

  
 
  

高
知
医
療
再
生
機
構 

専攻医の雇用・配置 

ローテートの調整 

専攻医への面談・指導・助言 

総合診療Ⅰ：診療所または地域の中小病院 6月以上  
総合診療Ⅱ：総合診療部を有する病院 6月以上 
内科：12月以上、小児科：3月以上、救急科：3月以上、その他診療科：任意 

※合算して18月以上、双方もしく
はいずれかは医師不足地域に配置 

第3期4人 
 （目標） 

資格取得、県内で
地域医療に従事 

診療所や地域の
中小病院で勤務 

医療圏別医師数の推移 

中央 

県全体 

安芸 

幡多 

高幡 

医師数の年代別推移 

40歳未満 

40～59歳 

総数 

60歳以上 

研修管理委員会、指導医講習
会、ポートフォリオ発表会、
プログラム説明会等の開催 

新 
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「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができる地域の包括的な支援・サービス提供体制」＝「地域包括ケアシステム」

の構築に向け、これまで、様々な取り組みを実施 

3   平成30年度の取り組み 

【別紙】高知版地域包括ケアシステムの推進体制等 

高知県独自の推進体制等により地域包括ケアシステムの構築を目指す「高知版地域包括ケアシステム」を平成30年度から強力に推進 

 

左記の取り組みを基礎として、 
 ・それぞれの取り組みが有機的に連携できているか 
 ・それぞれの地域ごとに、必要な機能が十分な量で確保されているか 
    ↓ 
それぞれのパーツとしては能力を発揮していても、システム全体として動い
ているかの点検・調整を行うことが必要。 

2  課 題  1  現 状  

福祉保健所圏域をそれぞれ2～3ブロックに分け、 
1ブロック2年計画で地域包括ケアシステムの構築を推進 

地域包括支援センター 市町村の担当課 

ケアマネージャー 

その他の 
ステークホルダー 

医療関係者 

ブロックに属する市町村ごとの 部会 

 推進監が中心となってブ
ロックごとに主な関係者を集
め「地域包括ケア推進協議
体」を設置し、左記ポイント
①②等の取り組みを推進 

 
地域包括 

支援センター 
（市町村） 

あったかふれあいセンター 
（市町村が委託） 

サロン 体操教室 

生活支援事業 
（市町村事業） 

医療機関 
ソーシャルワーカー 
退院調整看護師 

 

【ポイント③】 
関係者が連携した
サービスの提供と 

不足する支援の検討 

【ポイント②】 
各フェーズ間の結節点における 

「つなぎ」を担う人材の明確化と育成 

推進体制 

在宅サービス 

施設サービス 

相談 

左記ポイント③等の 
取り組みを推進 

かかりつけ医 

ケアマネ
ジャー 

推進監を中心とした
県福祉保健所 

「地域包括ケア推進監」を福祉
保健所圏域ごとに配置 
⇒地域包括支援センターとと  
 もに推進協議体の体制構 
 築・会議運営や地域資源の 
 現状把握等を実施 

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ 

支援を必要とする人
の情報のつなぎ 

訪
問
等
に
よ
る

把
握 

【ポイント①】 
支援が必要な高齢者
を把握するための 

仕組みづくり 

民生委員 
市町村社協 
     等 

地域包括ケアシステム 
推進協議体 

※H30年度は、各圏域1ブロックから実施 
⇒H31年度以降は、そのノウハウを生かしてその他のブロックへ拡大 

地域包括支援センターの機能強化 

⑨高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化 高齢者福祉課 
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